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 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７

号）第１５条の１７第１項の規定により廃棄物が地下にある土地

の区域を指定区域として指定します。 

 なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１５条の１８第

１項に規定する指定区域台帳は、広島市環境局業務部産業廃棄

物指導課で閲覧することができます。 

広島市長 松 井 一 實 

１ 指定区域 

  広島市安佐北区狩留家町の字田城の６５４５番、６５４５番

２、６５４５番３、６５４５番４、６５４６番１、６５４７番

１、６５４９番３、６５５１番２、６５５２番、６５５２番２、

６５５３番、６５５３番２、６５５３番３、６５５３番４、６

５５４番、６５５４番２、６５５４番３、６５５６番、６５５

７番、６５６２番、６５６２番２、６５６６番、６５６６番２、

６５６６番３、６５６７番、６５６７番２、６５６８番、６５

６８番２、６５７１番、６５７１番２、６５７１番３、６５７

７番、６５７９番、６５７９番２、６５８２番１、６５８４番

２、６５８４番４、６５８５番、６５８５番２、６５８５番３、

６５８６番、６５８６番２、６５８６番３、６５８６番４、６

５８７番２、６５８７番４及び６５８８番２並びに字東山の１

０４５３番５０３及び１０４５３番５０４ 

２ 埋立地の区分 

  廃止確認を受けて廃止された産業廃棄物の最終処分場に係る

埋立地（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６

年政令第３００号）第１３条の２第１号） 


